
 

維持管理に関する誓約書 

 

私は、合併処理浄化槽設置後の維持管理について、浄化槽法を遵守し、下記の

事項を適正に実施することを誓います。 

 

記 

１ 浄化槽法第 10条に基づく保守点検及び清掃を実施します。 

２ 浄化槽法第 7条及び第 11 条に基づく法定検査を受検します。 

３ 浄化槽処理水の水路放流に係る水質基準を遵守します。 

４  浄化槽処理水の水路放流にあたり水路管理者へ本誓約書に係る情報、また必要

に応じて法定検査結果等、維持管理に係る情報の提供について承諾します。 

５ 浄化槽処理水の水路放流にあたり水質等に問題が発生した場合、行政及び水路 

  管理者との協議に基づく指導に従い、速やかに改善します。また、浄化槽法第

12 条、同法 12 条の 2 に基づく勧告、改善命令が出た場合、速やかに対処しま

す。 

６ 放流先水路から浄化槽への逆流水又は浄化槽と水路の接続していることに起

因する浄化槽等の破損もしくは浄化槽からの放流による水路の破損等について

は、自費にて修復等を行い水路管理者等に費用の請求は求めません。 

７ 浄化槽管理者が変更になった場合は、新しい管理者に対し、速やかに「浄化槽

管理者変更報告書」及び本誓約書を提出するよう申し送りします。 

 

 

令和  年  月  日 

 （誓約先）佐久市長 

 

             住 所                    

 

               氏 名                    

 



 
浄化槽法（抜粋） 
 
（設置後等の水質検査） 

第七条 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間

内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理につい

て権原を有するもの（以下「浄化槽管理者」という。）は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により

指定する者（以下「指定検査機関」という。）の行う水質に関する検査を受けなければならない。 

第七条の二 都道府県知事は、前条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対

し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保

全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質

に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

（浄化槽管理者の義務） 

第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回（環境省令で定める場合にあつては、環境

省令で定める回数）、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。ただし、第十一条の二第

一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽（使用が再開されたものを除く。）については、この限り

でない。 

２ 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当

させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者（以下「技術管理者」という。）を置かなければな

らない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。 

３ 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする

者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない

場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。 

（定期検査） 

第十一条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回（環境省令で定める浄化槽については、

環境省令で定める回数）、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第

一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽（使用が再開されたものを除く。）については、この限り

でない。 

２ 第七条第二項の規定は、前項本文の水質に関する検査について準用する。 

（保守点検又は清掃についての改善命令等） 

第十二条 都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽

管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士もしくは浄化槽清掃業者又は技術管

理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができ

る。 

２  都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保

守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託

を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対

し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十

日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。 

（定期検査についての勧告及び命令等） 

第十二条の二 都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者

に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができ

る。 

２ 都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境

の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項本

文の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

第六十二条 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

第六十六条の二 第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の

過料に処する。 


